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——ヒアリング調査を通じて見えた実態と今後の調査の視点—— 
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(要旨) 

 高齢化の進展に伴い高齢者の建物賃貸借契約の円滑化が求められているが、賃貸人は居

室内での死亡事故等に不安を抱き、高齢者の入居に消極的な傾向がある。国は法改正等を

通じて、高齢者の賃貸物件への入居を促進する環境整備を進めており、制度を実務におい

て活用する段階に入っている。高齢者の建物賃貸借契約の実態及び実務上の課題を明らか

にすることを目的に、賃貸住宅市場の関係事業者団体等に対してヒアリング調査を実施し

た結果、①緊急連絡先の確保、②見守りサービスの費用負担とプライバシーの確保、③契

約終了時の適切な残置物処理方法の確保等の実務上の課題が明らかになった。①から③の

課題を解消し、死亡事故等の予防及び死亡事故等が発生した後の迅速な対応を通じて賃貸

人の不安を軽減するために、今後は、緊急連絡先の確保方法、低負担でプライバシーに配

慮した見守りサービス、残置物処理の先進事例について調査し、情報を共有していく必要

がある。 
 

1．はじめに 

（1） 高齢化社会における建物賃貸借契約の課題 

厚生労働省、国土交通省及び法務省の「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあ

り方に関する検討会」によれば、今後も高齢者世帯の増加が予想され、2030 年にはその世

帯数は約 1,500 万世帯となり、そのうち単身高齢者世帯は約 800 万世帯に迫るという見通

しが示されている1。 
年代別の持ち家率に着目した場合、1993 年と 2018 年で比較すると、60 歳以上の持ち

家率は約 80 パーセントと高い水準を保っている一方で、20 歳代から 50 歳代の層では持

ち家率が低下している2。単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後高齢者を含む

住宅確保要配慮者3（以下「要配慮者」という。）の賃貸住宅への居住需要は一層高まると

 
1 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会（2024）「住宅確保要配慮者に対する居住支援

機能等のあり方に関する中間とりまとめ 参考資料」 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001726048.pdf（閲覧日 2024 年 6 月 24 日）p.14。 

2 前掲注 1・住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会（2024）p.13。 
3 住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、子育て世帯と定められている（住宅確保要配慮者に対する賃

貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19 年法律第 112 号）（以下「住宅セーフティネット法」という。）第 2 条第
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考えられる4。 
しかしその一方で、賃貸人（大家等）の約 7 割は高齢者の入居に対して拒否感を示して

おり、入居制限を行う「最も該当する理由」として、「居室内での死亡事故等に対する不安」

が約 9 割を占めている5。 
（2） 高齢者の建物賃貸借契約の円滑化に向けた施策の実施状況 

このような状況を受けて、国は、賃貸人の不安感を払拭し、高齢者の居住の安定確保を

図ることを目的に、賃貸住宅市場の環境整備を図っている。例えば、2021 年には、取引対

象の不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死（転倒事故、誤嚥（ごえん）等）

については原則として告知義務がないこと等を明記した「宅地建物取引業者による人の死

の告知に関するガイドライン6（以下「死の告知に関するガイドライン」という。）」及び相

続人の有無や所在が明らかでない単身高齢者が死亡した際の賃貸借契約の解除及び居室内

に残された動産（残置物）の処理に関するモデル的な契約スキームについて定めた「残置

物の処理等に関するモデル契約条項7（以下「モデル契約条項」という。）」が策定された。 
また、2024 年 6 月には、住宅セーフティネット法、「高齢者の居住の安定確保に関する

法律」（平成 13 年法律第 26 号）（以下「高齢者住まい法」という。）等の一部改正法が公

布された。これらの法改正は、大家と高齢者を含む要配慮者のいずれもが安心して利用で

きる賃貸住宅市場を整備するとともに、居住支援法人8等が入居中のサポートを行う賃貸住

宅の供給促進及び住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化を目指すもの

である9。 
高齢者の建物賃貸借契約を円滑化する取組との関係においては、終身建物賃貸借契約の

利用促進を目的として終身賃貸借事業の認可手続が簡素化された点（改正後の高齢者住ま

い法第 52 条から第 57 条）及び居住支援法人の業務内容として残置物処理等の業務が法律

上明記された点（改正後の住宅セーフティネット法第 62 条第 5 号）が注目される。また、

身寄りのない要配慮者（例えば単身高齢者等）が民間賃貸住宅に入居しやすい環境整備と

 
１項）。この他同法施行規則において外国人等が定められているほか、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画を定め

ることにより、住宅確保要配慮者を追加することができる。住宅確保要配慮者の範囲については、国土交通省「住宅

確保要配慮者の範囲について」 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001475162.pdf（閲覧日 2025 年 4 月 25 日）を参照。 

4 国土交通省「住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html（閲覧日 2025 年 4 月 25
日）。 

5 前掲注 1・住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会（2024）p.16。 
6 国土交通省（2021）「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf（閲覧日 2025 年 4 月 21 日）。 
7 国土交通省（2021）「残置物の処理等に関するモデル契約条項（ひな形）の策定について」

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000145.html（閲覧日 2025 年 4 月 28 日）。 
8 居住支援法人とは、要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、要配慮者に対し家賃債務保証の提供

や、賃貸住宅への入居に係る住宅状況の提供・相談、見守り等の生活支援等を実施する法人として都道府県が指定

するものである（住宅セーフティネット法第 40 条）。 
9 国土交通省（2024）「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001727644.pdf（閲覧日 2024 年 7 月 18 日）。なお、新旧対照条文は

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001727647.pdf（閲覧日 2025 年 5 月 9 日）を参照のこと。 
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して、認定家賃債務保証業者制度も創設された（改正後の住宅セーフティネット法第 72
条）。本制度は、緊急連絡先として個人の連絡先を求めないこと、認定住宅10に入居するた

めの賃貸借契約を締結しようとする要配慮者からの家賃債務保証の申込みを正当な理由な

く拒まないこと等の要件を満たす家賃債務保証業者を国土交通省が認定する仕組みである。 
（3） 本稿の目的 

高齢者を含む要配慮者が円滑に建物賃貸借契約を締結できるよう、制度的な環境は徐々

に整いつつあり、それらの制度を実務において活用していく段階にあるといえる。このよ

うな問題意識から、国土交通政策研究所は、高齢者の建物賃貸借契約における実務上の課

題及び高齢者の建物賃貸借契約の円滑化に向けた先進事例について調査を実施している。

その一環として、高齢者の建物賃貸借契約の実態及び実務上の課題を明らかにすることを

目的に、賃貸住宅市場に関係する事業者団体等に対してヒアリング調査を実施した。 
本稿では、ヒアリング調査によって把握した事項について整理するとともに、制度の実

効性を高めるために今後必要となる実務上の対応すべき事項について検討し、先進事例調

査において深めるべき視点を提示する。 
 

2．賃貸住宅市場の関係事業者団体等に対するヒアリング調査概要   

（1） 建物賃貸借契約に関わる関係者の構造と役割 

建物賃貸借契約は、当事者の一方（賃貸人）が相手方（賃借人）に対して、居室の使用

及び収益させることを約束し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを

受けた居室を契約が終了したときに返還することを約することによって効力を生じる（民

法第 601 条）。しかし、現実の建物賃貸借契約をみてみると、図 1 に示したように、賃貸

人と賃借人だけではなく、契約の締結前後には、不動産仲介業者、不動産管理業者、家賃

債務保証業者（以下「保証業者」という。）といった様々な関係者が登場する。 
 

 
10 ここにいう認定住宅とは、住宅セーフティネット法改正により創設される居住サポート住宅（法律上は居住安定援

助賃貸住宅）として認定された住宅である。居住サポート住宅においては、居住支援法人等が要配慮者のニーズに

応じて、安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う。併せて前掲注 9 国土交通省「住宅セーフティ

ネット法等の一部を改正する法律について」参照。 
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図 1 建物賃貸借契約の締結に関わる利害関係者 

出典：国土交通政策研究所作成 

 

入居希望者は、不動産仲介業者の店舗・ウェブサイト等により物件情報の収集や問合わ

せを行い、契約手続の仲介やその他の物件の紹介を依頼する。物件所有者も自ら賃貸物件

を管理するのではなく、不動産管理業者に物件の管理業務を委託し、賃料の収受も不動産

管理業者を介して行われる。 

賃借人の家賃滞納リスクを担保するために、従来から賃借人の親族等が保証人となり、

家賃債務保証が行われてきたが、最近では、個人の保証人に代わって、保証業者による機

関保証が活用されている。（公財）日本賃貸住宅管理協会の調査によると、回答した会員企

業（賃貸住宅管理業者）のうち、全国において 9 割強の企業が、建物賃貸借契約の締結に

際し、保証業者の利用を必須としており、保証業者の利用は、建物賃貸借事業において一

般化してきている11。 
（2） ヒアリング調査の実施方法 

このように、建物賃貸借契約の締結には、不動産仲介業者、不動産管理業者及び保証業

者といった関係者が関与している。したがって、高齢者の建物賃貸借契約の実態及び実務

上の課題を明らかにするためには、契約の締結に密接な関わりを持つこれらの関係者に対

するヒアリングが不可欠である。 
そこで、賃貸住宅市場に関係する以下の事業者団体等に対してヒアリング調査を実施し

た。 
 

 
11 日管協総合研究所（2024）「第 28 回賃貸住宅市場景況感調査『日管協短観』」

https://www.jpm.jp/marketdata/pdf/tankan28.pdf（閲覧日 2024 年 12 月 5 日）p.17。なお、『日管協短観』は、

保証業者の利用が増えた理由として、2017 年の民法改正による個人根保証契約における極度額の設定（民法第

456 条の 2 第 2 項）の影響を挙げており、民法改正以降、賃料滞納リスクを回避すべく、エリアや管理戸数にかか

わらず、保証業者の利用が定着してきていると分析する。 
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表 1 賃貸住宅市場の関係事業者団体等を対象とするヒアリング調査の実施状況 

No. 実施日 ヒアリングの視点 ヒアリング対象者 

1 2024 年 11 月 20 日 
不動産仲介業者目線 

（公社）全国宅地建物取引業協会連合会（全宅連） 

2 2024 年 11 月 29 日 （公社）全日本不動産協会（全日） 

3 2024 年 10 月 21 日 不動産管理業者目線 （公財）日本賃貸住宅管理協会（日管協） 

4 2024 年 12 月 16 日 
保証業者目線 

（一社）全国保証機構（CGO） 

5 2024 年 12 月 24 日 家賃債務保証事業者協議会（保証協） 

6 2024 年 10 月 29 日 入居者サポーター目線 （一財）高齢者住宅財団（高住財） 

 
調査では、契約のライフサイクルに沿って高齢者の建物賃貸借契約の実態を網羅的に把

握するため、建物賃貸借契約を①契約締結前、②契約期間中、③契約終了時という三段階

に分けて、各事業者団体等の事業内容に合致する事項を中心に、契約において起こりうる

実務上の課題、それに対する対応状況等について質問した。 
なお、調査では、原則として 65 歳以上を「高齢者」と定義し、それとは異なる定義を用

いる場合は何歳以上を高齢者と定義するのかを確認した結果、（一財）高齢者住宅財団のみ

60 歳以上を「高齢者」と定義していた。 
 

3．ヒアリング調査結果 

各調査対象からの聞き取り事項を①高齢者との建物賃貸借契約に対する意識や対応状

況、②高齢者との建物賃貸借契約の円滑化に向けた各制度の活用状況、③高齢者の家賃債

務保証・身元保証、④高齢者の入居期間中の対応、⑤高齢者の死亡に伴う契約終了に向け

た対応に分け、表 2 から表 6 に整理した。なお、各表のハイフン（―）は特段の意見がな

かった項目、斜線（／）は当該調査対象に対してヒアリングしなかった項目を示す。 
①  高齢者との建物賃貸借契約に対する意識や対応状況 

 高齢者の受入れに関しては、少子高齢化に伴い高齢化率が上昇する中、賃貸住宅市場全

体で受け入れていく傾向に変化しつつあるとする回答があったものの、一部の調査対象者

からは、入居希望者の年齢や健康状態等の具体的な事情も踏まえて実際の受入れは検討さ

れているという回答もあった。 

契約の前提条件としては、緊急連絡先の確保や保証業者の利用が挙げられた。このほか

にも少額短期保険の利用や見守り機器の導入、申込時のヒアリングを丁寧に実施すること

等により、賃貸人の不安を軽減する工夫もみられるが、受入れに積極的な不動産事業者は

限定的である。契約が不成立だった場合の対応については、事業者側から入居希望者に対

して福祉施設等を紹介する等により福祉事業者からの支援につなげることは困難であると

いう回答があった。 
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表 2 高齢者との建物賃貸借契約に対する意識や対応状況 

目線 
調査
対象
名 

不動産オーナーの高
齢者に対する反応・
条件 

高齢者との契約への
理解を得るための工
夫 

高齢者の入
居を拒まな
い物件の確
保状況 

高齢者と契約した
ことによる物件取
引への影響 

契約不成立で
あった高齢者
へのサポート 

不動産
仲介業
者目線 

（公
社）全
国宅
地建
物取
引業
協会
連合
会 

【反応】 
・受入事業者は増加 
【受入条件】 
・保証業者の利用 
・緊急連絡先の確保 
・見守り機器の導入 
・管理業者に対応差
あり 

・少額短期保険や保
証業者の利用 
・見守り機器の導入 
・申込時の詳細なヒ
アリングで情報を把
握 

・住宅扶助内
でおさまる家
賃のセーフ
ティネット住
宅は少ない 

・事故物件化を経
験すると嫌悪感を
持つ場合もある 

・不動産業者側
から福祉事業
者や高齢者施
設の紹介は行
わない 
・管理業者での
対応は困難 

（公
社）全
日本
不動
産協
会 

【反応】 
・年齢や健康状態で
判断 
【受入条件】 
・緊急連絡先の確保 
・高齢者の対応機会
が少ない（業者によ
る） 

・見守りサービスへの
加入 
・健康状態やケアの
状況を家主へ共有 

・高齢者向け
に設備導入
する例は少
ない 

・事故物件化を経
験すると、告知義
務が生じなくても
敬遠する場合もあ
る 
・家主との関係性
維持のためには、
死後事務等の適
切な対応が重要 

・サポートは実
施していない 
・その後の状況
も把握していな
い 

不動産
管理業
者目線 

（公
財）日
本賃
貸住
宅管
理協
会 

【反応】 
・少子高齢化のた
め、受け入れないと
成り立たない 
【受入条件】 
・保証業者の利用 

  

― ― 

  

保証業
者目線 

（一
社）全
国保
証機
構 

  ・手間なく導入でき、
自動でエラー解消で
きるシステムが好評 

      

家賃
債務
保証
事業
者協
議会
（保証
協） 

     

入居者
サポー
ター目

線 

（一
財）高
齢者
住宅
財団 

【反応】 
・高齢化率が高まる
中、空室リスク回避
のために受け入れる
不動産会社も出てき
ている 

  ・物件は不
足、保証業
者の審査も
通りづらい 
・高齢者側が
希望する条
件との乖（か
い）離が大き
い 

・近隣トラブルや孤
独死の発生後、高
齢者入居は避けら
れるケースあり 

・サポートは困
難 
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②  高齢者との建物賃貸借契約の円滑化に向けた各制度の活用状況 

 高齢者を賃借人として円滑に受け入れるための各種制度（死の告知に関するガイドライ

ン、モデル契約条項及び終身建物賃貸借契約）の活用状況は以下の通りであった。 

死の告知に関するガイドラインは、ガイドラインに沿った運用が概ね行われていた。 

モデル契約条項は一部で活用されているものの、賃借人（高齢者）が理解できるように

モデル契約条項を説明することが困難である点、単身高齢者の場合は受任者が見つからな

い点、指定残置物の指定が賃借人にとってハードルとなっている等が課題として指摘され

た。 

終身建物賃貸借契約は、制度の煩雑さや要件の厳しさが活用の妨げとなっており、今後

の制度改善への期待が示された。 

 

表 3 高齢者との建物賃貸借契約の円滑化に向けた各制度の活用状況 

目線 
調査対
象名 

「死の告知に関するガイド
ライン」に沿った対応 

モデル契約条項などの委任契
約に基づいた対応 

終身建物賃貸借契約の活用 

不動産
仲介業
者目線 

（公社）
全国宅
地建物
取引業
協会連
合会 

・管理業者には好評 
・従来通り告知している管
理業者も多い 

・ほとんど活用されていない 
・高齢者が理解できる説明が
困難 

・全く活用されていない 
・制度周知が課題 
・特例扱いではなく、他の契約と
同列であれば認識されやすい 
・手続きが煩雑 
・バリアフリー要件がハードル 
・事業者認可に変わり、今後の
改善に期待 

（公社）
全日本
不動産
協会 

・告知が必要な物件は、店
頭でのみ募集 

・孤独死案件は増加、今後活
用が進む可能性あり 
・契約者への説明方法の教育
が必要 

・あまり活用されていない、活用
例を把握していない 
・活用イメージが湧かない 
・相続放棄が多く、制度の意味
が薄い 

不動産
管理業
者目線 

（公財）
日本賃
貸住宅
管理協

会 

・告知事項に関する問い合
わせは減少 

― ― 

保証業
者目線 

（一社）
全国保
証機構 

  ・動産指定がハードル   

家賃債
務保証
事業者
協議会
（保証
協） 

 

  

入居者
サポー
ター目

線 

（一財）
高齢者
住宅財

団 

・ガイドラインを認識してい
ない事業者は変わらず各
社判断で告知 
・入居後に知り、トラブルに
なる例もある 

・高齢者一般には認知されて
いない 
・身寄りのない者は受任者にな
ってもらえる方が見つからない 

・契約終了は可能でも、残置物
対応は依然として必要 
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③ 高齢者の家賃債務保証・身元保証 

家賃債務保証に関しては、保証業者の利用が一般化している。家賃債務保証契約の保証

内容として、賃料、共益費、更新料、原状回復費用、残置物処理費用等が含まれており、

孤独死等不測の事態に備えた対応策となっている。 

保証業者の審査は、年齢を問わず、収入と属性等により判断されるが、高齢者特有の事

情（緊急連絡先が確保できない等）が審査の障壁となっている。保証業者の審査において

評価が低かった場合、個人の保証人を求める場合もある。 

緊急連絡先は、相続人となる可能性のある親族が望ましいという回答がある一方で、賃

借人との関係性が継続できる友人や知人を認める等の柔軟な対応が進んでいる。これに対

して、法人を緊急連絡先として認めている例は少なく、単身高齢者のように個人の緊急連

絡先が確保できない者については依然として入居のハードルが高い。法人を緊急連絡先と

して認めにくい理由として、法人の経営方針の転換や倒産リスクが挙げられていた。法人

を緊急連絡先として認めている場合においても、居住支援法人に限り認める、又は身元保

証の代行サービス会社について、法人としての実態調査を行い、信用できるもののみ限定

的に許容するという運用がなされている。 
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表 4 高齢者の家賃債務保証・身元保証 

目線 
調査対
象名 

保証人の確保 家賃債務保証の利用 緊急連絡先の確保 

不動産
仲介業
者目線 

（公社）
全国宅
地建物
取引業
協会連
合会 

― 

・審査が通りやすい保証業者と連携
し、積極的に入居させている例もあ
る 
・孤独死保険の取扱いが増加 
・夜逃げや孤独死対応一体型の家
賃保証商品もあり 

・近居の友人も許容 

（公社）
全日本
不動産
協会 

・保証業者との契約が一
般化し、確保が不要 
・ 審 査 で 評 価 が 低 い 場
合、選定を求める 

・必ず利用 
・利用するため生活保護を受給する
場合もある 

・相続人になる可能性のある
親族（知人は極力回避） 
・居住支援法人は許容 
・法人は、経営方針転換、倒
産リスクがあり指定困難 
・代行サービスは用いられて
いない 

不動産
管理業
者目線 

（公財）
日本賃
貸住宅
管理協

会 

・単身高齢者は確保が困
難 

・契約が必須の業者が多数 
・保証人を確保できる場合も契約を
求めるケースあり 

・代行サービスなどは用いら
れていない 

保証業
者目線 

（一社）
全国保
証機構 

― 

・審査は資産や収入(年金等含む)で
判断 
・居住支援法人が伴走支援する地
域あり 
・居住支援法人の収入源の確保が
課題 
・保証対象は家賃、原状回復費用、
賃貸借契約の短期解約時違約金が
一般的(残置物撤去費用、明渡訴訟
費用等も増加) 
・高齢者は、孤独死等に対する保証
をオプションで付加 
・保証支払時の意思確認省略の是
非が課題 
・保証業者の倒産リスクにも留意 
・管理業者変更時の保証内容引継
のルール化が必要 

・親族以外でも、賃借人と関
係性が継続する者は許容でき
うる 
・法人は拒否する場合が多い 

家賃債
務保証
事業者
協議会 

― 

・審査は、収入と属性等で判断 
・高齢者は緊急連絡先がないと困
難 
・有効に機能している保険商品は少
ない 
・保証業者の免責要件に該当する
場合に備えた保険加入は有効 
・賃借人の保証で対応するため保
険加入を不要と考える賃貸人もいる 
・共益費・更新料、原状回復費用、
残置物処理費用を盛り込む会社が
多数 
・保証費用総額の限度額は賃料 24
ヶ月分が一般的 
・原状回復費用の上限は別途家賃
の 1 ヶ月分とする例もある 

― 
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目線 
調査対
象名 

保証人の確保 家賃債務保証の利用 緊急連絡先の確保 

入居者
サポータ
ー目線 

（一財）
高齢者
住宅財

団 

― 

・審査が通りづらい世帯に対応（99%
通過） 
・保証業者の利用率は 80%以上 
・住宅金融支援機構（JHF）の賃料
貸倒に備えるための保険商品はほ
ぼ利用されていない 
・孤独死保険の加入は進んでいる
が、室内死亡でないと対象外となる
点に留意 

・友人、知人、居住支援法人
等幅広に許容 
・代行サービス会社は調査の
上、限定的に許容 

  

④ 高齢者の入居期間中の対応 

 入居期間中の対応については、家賃滞納時の賃料債権の回収困難性や見守りサービス導

入による費用負担、緊急時対応が課題として挙げられた。一部の調査対象者からは電気使

用量を活用した簡便な見守りや緊急対応サービスの導入について情報提供があった。また、

一部の調査対象者からは、居住者の情報を福祉事業者等と共有することで、見守りにつな

げたいという潜在的なニーズがある一方で、個人情報保護の観点から難しいという課題が

指摘された。 
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表 5 高齢者の入居期間中の対応 

目線 
調査対
象名 

居住者間ト
ラブルへの

対応 
家賃滞納の発生 見守りサポートの実状 

緊急連絡先の
活用 

見守りサポート
へのニーズ 

不動産
仲介業
者目線 

（公社）
全国宅
地建物
取引業
協会連
合会 

    ・見守り機器の設置費
用などは原則入居者の
負担のため、スムーズ
にいかない場合もある 
・機器の導入を契約の
前提条件とする場合も
ある 

  ・福祉事業者は
不動産業者へ
の個人情報提
供を拒む 
・福祉事業者と
管理業者が連
携し、早期に対
応できれば家
主も安心できる 

（公社）
全日本
不動産
協会 

  ・生活保護の受給で
改善 

      

不動産
管理業
者目線 

（公財）
日本賃
貸住宅
管理協

会 

     

保証業
者目線 

（一社）
全国保
証機構 

・認知症患
者は増加し
ていくため、
対策が必要 

・生活全般の支払い
が困難の可能性があ
り、自己破産手続き
を勧める 
・滞納発生時の返済
は困難、分割返済で
対応 
・自治体による生活
保護からの代理納付
が認められれば保証
リスクは低下 
・建物明渡訴訟を提
起し、強制執行する
場合が多数 

・使用電力を用いた見
守りサービスは機器設
置が不要で、故障時も
電力会社が確認対応
を行うため負担が少な
く、使用料も安価 

・緊急時に緊急
連絡先の相手
方に代わって駆
けつけるサービ
スあり 
・休日や夜間な
ど、緊急事態に
限り、オートロッ
クを解除可能に
なる仕組み・制
度があると事故
防止、家主の安
心感につながる 

・訪問看護をし
ている介護事
業者との連携
が効果的 

家賃債
務保証
事業者
協議会 

― 

・家賃債務保証契約
に関する自主ルール
を運用、ルール違反
時は除名処分もある 
・自主ルールで入居
者の生活を損害する
行為を規制、行為を
容認するような文言
の契約書記載を禁止 
・会員企業が使用す
る契約書の内容を４
年に一度審査、審査
通過を証明する「適
合マーク」を運用 
・家賃滞納者には、
書面のみで対応する
会社も増え、3 ヶ月経
過後明渡しの強制執
行のための裁判手続
きへ移行 

― ― 

  

入居者
サポー
ター目
線 

（一財）
高齢者
住宅財

団 

  ・発生時の家賃回収
率は一般に比べて非
常に低い 
・家賃滞納の発生率
は 0.4%程度、年間 10
数件 

・サービス利用は家主
の意向であっても費用
負担は入居者で、入居
後に無断解約してしま
う場合もある 

  ・病歴や障害の
状況等は要配
慮個人情報に
該当し、情報の
取扱いが慎重 
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⑤ 高齢者の死亡に伴う契約終了に向けた対応 

 高齢者の死亡後に発生する契約終了に向けた対応では、特に単身高齢者又は親族等の協

力が得られにくい高齢者が死亡した場合、残置物の処理、特殊清掃が必要となった場合の

対応及び相続人対応が実務上の課題となっている。相続人が容易に見つからない事案や相

続放棄がなされた事案では、建物賃貸借契約の解除及び原状回復に多大な手間と費用が発

生しており、賃貸人の負担となっている。予防的観点から見守りによる早期発見が重要視

されていた。 

残置物の処理に関しては、賃借人又は相続人がモデル契約条項とは異なる契約内容で、

残置物処分事業者と残置物の処分に関する委任契約を締結し、対応している取組もみられ

た。 
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表 6 高齢者の死亡に伴う契約終了に向けた対応 

目線 
調査対
象名 

遺品・残置物整理への対応 特殊清掃の対応・影響 相続人対応 

不動産
仲介業
者目線 

（公社）
全国宅
地建物
取引業
協会連
合会 

・残置物処理の訴訟等を経験す
ると、家主は高齢者の受入れをた
めらう 
・身寄りのない単身高齢者の死
後、契約終了までに時間とコスト
を要し、家主は、その間家賃収入
がなく、処理費用を負担 

・原状回復費用（特殊清掃等
費用含む）の平均額 36 万円、
最大 415 万円 
・特殊清掃が発生しないよう
に見守り機器導入等により早
期発見を意識 

・賃貸借契約書の特約欄
記入で残置物処理を対応
している例もある 
・相続人探索に要する戸籍
情報の取得可否が行政に
よって異なる 

（公社）
全日本
不動産
協会 

・残置物処理費用等を保証する
死亡保証はオプションのため加入
していない場合もある（全額自己
負担になる） 
・家賃債務保証は、契約者の死
亡判明の日を以って終了、以降
家賃保証はなく、空室期間が長
期化し、家賃収入がないという損
害が発生 

・遺体発見が遅れた物件は原
状回復費用（特殊清掃等費用
も含む）が増大 
・対応可能なリフォーム業者も
限定され、リフォームに関して
は建築費用の高騰により手配
も困難 
・リフォーム業者の中には、孤
独死等が発生した物件のリフ
ォームを拒否するリフォーム
業者もある 
・不動産仲介業者、引越し業
者も孤独死等発生物件の対
応は消極的 
・次の契約ができる状態にな
るまで相当な期間を要する 
・早期発見のために見守りサ
ービス利用のメリットは大きい 
・告知事項ありと事故物件サ
イトに掲載されると物件の価
値が低下してしまうため、募
集を限定する等注意を払って
いる 

・相続人の探索に苦慮（戸
籍情報等の取得が負担） 
・解約通知書の対応が得
られない場合もある 
・緊急連絡先が相続人で
ない、相続人不明等で戸
籍情報取得が必要な場合
もある 
・相続放棄されると契約解
除が適切にできなくなり、
対処が困難となる 

不動産
管理業
者目線 

（公財）
日本賃
貸住宅
管理協

会 

― ― ― 

保証業
者目線 

（一社）
全国保
証機構 

・死後の物件解約や所有権放棄
手続きについて、保証契約とは別
に委任契約を締結し、代行してい
る例もある 
・相続人または入居者が任意で
選択した者が希望した場合に、各
手続きを残置物処理会社に委任
できる仕組み 

― ― 

家賃債
務保証
事業者
協議会 

― ― ― 

入居者
サポー
ター目

線 

（一財）
高齢者
住宅財

団 

・残置物処理等は基本的に家主
と管理業者で対応 
・相続人交渉、相続人探索、相続
財産清算人の選任申立等には一
定程度の費用と期間を要する 
・契約解除、残置物処分について
家主・管理業者ともに対応に苦慮 

・貸し出すことはできるが、告
知義務が発生し、賃料減額の
判断が必要 
・特殊清掃が必要になるほど
腐敗が進む前に発見ができ
れば、事故物件化を回避可能 

・相続放棄申述受理証明
書を受け、相続人不存在
在として処理する場合もあ
る 
・相続放棄手続きを拒否す
る場合もある 
・代襲相続、相続人多数
等、請求先が多数になる
場合もある 
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 4. まとめ 

 ヒアリング調査によって、高齢者の賃貸住宅への受入れが徐々に進展しているという前

向きな変化が確認された。保証業者の活用、見守り機器の導入及び死の告知に関するガイ

ドラインやモデル契約条項等の制度の活用により、高齢者の賃貸住宅入居促進に向けた具

体的な工夫が実務レベルで始まりつつある。 

しかし、①緊急連絡先の確保、②見守りサービスの費用負担とプライバシーの確保、③

契約終了時の適切な残置物の処理方法の確保、④終身賃貸借契約の活用、⑤滞納賃料の回

収等において、実務上の課題点があることも把握した。このうち①から③の課題の解消は、

賃貸人が高齢者の入居において感じる「居室内での死亡事故等」への不安を「死亡事故等

を防ぐ（異変の早期発見を促す）」「死亡事故等が発生したとしても迅速に対処できる」こ

とにより解消することにつながるため、高齢者の建物賃貸借契約を円滑化する上での実務

上の基礎条件といえる。 

本節では、上記①から③の課題に焦点を当て、今後高齢者の建物賃貸借契約の円滑化に

向けた先進事例調査を進めるに当たって、これらの課題解消に向けて検討すべき視点を提

示する。 

① 緊急連絡先の確保 

ヒアリング調査によれば、友人や知人等の親族ではない個人も緊急連絡先として認めて

いるという実務が広まりつつある。これによって親族等が身近にいない高齢者であっても、

住宅を借りやすくなっている。 

一方で、法人を緊急連絡先として認めている事業者は少ないという実態も明らかになっ

た。これは、法人特有の経営方針の転換や倒産といったリスクを懸念するためである。法

人を緊急連絡先として認める事業者は、こうしたリスクを回避するために、法人を対象に

調査等を実施し、信用できるものに限って認めるという運用をしている。 

住宅セーフティネット法の改正により、個人以外を緊急連絡先として認める保証業者の

認定制度が新たに導入された。今後、この制度を効果的に運用し、認定家賃債務保証業者

を増やしていくためには、法人を緊急連絡先として認める際の具体的なリスク管理手法や

緊急連絡先となっている法人がどのように連絡先としての機能を担保しているのかを調査

し、実務における具体的な手法や成功事例を共有していくことが有益である。 

② 見守りサービスの費用負担とプライバシーの確保 

見守りサービスの利用は、高齢者が居室内で死亡するリスクを軽減し、物件の事故物件

化を避ける上で有益な手段である。しかし、導入に当たっては、費用負担やプライバシー

の保護との調整が課題となっている。 

今後見守りサービスの活用を普及・促進するためにも、入居者にとって経済的負担が少

なく、かつプライバシーに十分配慮した簡易な見守りサービスを発掘し、実際の活用事例

を調査・共有することが重要である。 
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③  契約終了時の適切な残置物の処理方法の確保 

 高齢者との建物賃貸借契約のうち、とりわけ単身高齢者との契約においては、適切な残

置物の処理が契約終了時の重要な課題である。モデル契約条項の活用が一部で進展してい

るものの、活用実績の蓄積はこれからと考えられる。一方で、建物賃貸借契約実務では、

モデル契約条項とは異なる契約内容で、賃借人が残置物処分事業者と残置物の処分に関す

る委任契約を締結し、適切な残置物処理を行っている事案も把握した。 

建物賃貸借契約終了時の適切な残置物処理を促すためには、契約当事者が契約内容も含

めて、残置物の処分に関して具体的なイメージを持てることが重要である。そのため、実

際に残置物の適切な処理に取り組んでいる建物賃貸借事例を先進事例として紹介していく

ことが有効である。事例調査を行うことにより、ヒアリング調査において挙げられた課題

点に対して、現場で既に講じられている対応や柔軟な工夫を紹介することが可能となる。

これにより、モデル契約条項を含めた多様な実務対応の選択肢を提示することができるた

め有益であると考えられる。 
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